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地震に対する非常措置についてのお知らせ 
  

酷暑の候，保護者の皆様にはますますご健勝のことと存じます。日頃は，本校教育推進のために何

かとご理解・ご協力いただき、ありがとうございます。 

 本校においては、台風により京都市において震度５弱以上の地震があった場合は、以下のようにさ

せていただきますので，よろしくお願い致します。 

 

記 

 

１ 登校前に「震度５弱以上の地震」が発生した場合 

 

（１）次の登校日を臨時休業とします。 

地震が発生した時間 

下校後深夜０時までに発生した場合 翌日を臨時休業 

深夜０時以降、登校までに発生した場合 当日を臨時休業 

休業日、休業前日に発生した場合 

＊ 原則として休業明けの登校日を臨時休業 

（例 金曜日の下校後震度５弱の地震が発生した 

場合、翌月曜日を休校とする） 

＊ 安全が確認でき、授業を実施の場合は、ホ

ームページ等で実施する旨を連絡します。 

 

（２）臨時休業とした場合、登校の再開日は学校及び近隣の被災状況を確認のうえ、改めて学校から

連絡します。 

 

３ 在校中に「震度５弱以上の地震」が発生した場合 

下校の安全が確認できるまで、学校に留め置くこととし、その後、保護者の方と連絡がとれ次第，

その決定に従います。連絡がとれない場合，とれるまで中学校でお預かりします。 

小学校に兄弟が在籍の場合、引渡し先登録に応じて迎えに来られた保護者の方と共に中学生も同時

に下校していただきます。（小学校と連絡をとります） 
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